
参考資料１

mutsuzaki_tomomi
四角形



- 2 -

（委員の欠席）

第６条 運営委員会を欠席する運営委員は、代理人を運営委員会に出席させ、又は他

の運営委員に議決権の行使を委任することができない。

２ 運営委員会を欠席する運営委員は、委員長を通じて、運営委員会に付議される事

項について、書面により意見を提出することができる。

（会議）

第７条 運営委員会の会議は、非公開とする。

（議事概要）

第８条 委員長は、運営委員会の終了後速やかに、当該運営委員会の議事概要を作成

し、公表する。

２ 議事概要には、次の事項を記載するものとする。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 提出議案

(4) 議事経過の概要及びその結果

(5) 閉会の日時

(6) その他委員長が必要と認めた事項

３ 第５条第３項の規定により議決を行った場合の議事概要には、議事の時期、議案

及び議事の結果を記載するものとする。

（議事録）

第９条 運営委員会の議事については、議事録を作成し、委員長及び委員長の指名す

る運営委員２人が署名しなければならない。

（庶務）

第10条 運営委員会の庶務は、共済部農業共済課において処理する。

（その他）

第11条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が運営委員会に諮って、定めるものとする。

附 則

この規程は、平成２８年３月１０日から施行する。

附 則

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。
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